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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷に依存しない通流量分配の原理（ＬＵＤＶ原理）に基づく液圧式制御装置であって
、
　複数の液圧式消費器（２、４、６、８、２４、２６）と、
　制御される前記液圧式消費器（２、４、６、８、２４、２６）の最大の負荷圧力に応じ
て調整される、前記複数の液圧式消費器（２、４、６、８、２４、２６）に共通のポンプ
（２２）と、
　前記複数の液圧式消費器（２、４、６、８、２４、２６）を作動させる複数の方向制御
弁セクション（４０、４２、４４、４６）であって、計量オリフィスと、前記計量オリフ
ィスの下流に配置されたＬＵＤＶ圧力補償器と、を有する連続して調整可能な方向制御弁
（５８、６０、６２、６４、８２）を含む、複数の方向制御弁セクション（４０、４２、
４４、４６）と、
を備え、
　前記液圧式消費器（２、４、６、８、２４、２６）として、調整可能な２つの走行モー
タ（２４、２６）が設けられ、前記２つの走行モータ（２４、２６）に少なくとも１つの
前記方向制御弁（８２）を介して圧力媒体体積流が生じ、前記方向制御弁（８２）は、少
なくとも１つの作動機構（３４、３８）を介して調整可能であり、
　前記２つの走行モータ（２４、２６）は、制御ユニット（３８）によって、少なくとも
１つの作動機構（３４、３６）の操作に応じて調整可能であることを特徴とする、液圧式
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制御装置。
【請求項２】
　前記２つの走行モータ（２４、２６）に対して１つの方向制御弁（８２）が配置されて
いることを特徴とする、請求項１記載の液圧式制御装置。
【請求項３】
　前記走行モータ（２４、２６）の各々に対して、１つの方向制御弁（８２ａ、８２ｂ）
が配置されていることを特徴とする、請求項１記載の液圧式制御装置。
【請求項４】
　前記方向制御弁（８２ａ、８２ｂ）の排出管路（９６ａ、９６ｂ）が、圧力調整絞り（
２０）を介して液圧式に接続されていることを特徴とする、請求項３記載の液圧式制御装
置。
【請求項５】
　前記方向制御弁（８２）は、前記制御ユニット（３８）を介して調整可能である、請求
項１から４までのいずれか一項記載の液圧式制御装置。
【請求項６】
　前記走行モータ（２４、２６）の各々には、１つの前記作動機構 （３４、３６）が対
応して配置されている、請求項１から５までのいずれか一項記載の液圧式制御装置。
【請求項７】
　前記作動機構は、電子的な作動機構又は機械的な作動機構であり、該作動機構の調整は
センサ（１１８）を介して検知され、前記制御ユニット（３８）に対する制御信号に変換
可能であることを特徴とする、請求項１から６までのいずれか一項記載の液圧式制御装置
。
【請求項８】
　前記走行モータ（２４、２６）は基本状態において、最大の圧送容積に調節されている
ことを特徴とする、請求項１から７までのいずれか一項記載の液圧式制御装置。
【請求項９】
　前記走行モータ（２４、２６）の回転数を検出するセンサを備えていることを特徴とす
る、請求項１から８までのいずれか一項記載の液圧式制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念部に記載の液圧式の走行駆動装置、及びこの走行駆動装
置の駆動制御方法に関する。
【０００２】
　上記液圧式の走行駆動装置は、例えば小型・ミニ掘削機といった移動式の作業機器にお
いて構成されている。この液圧式の走行駆動装置においては、運動パラメータ、例えば走
行方向及び走行速度を変更するために個別に駆動制御可能である各ホイール又は各履帯に
対して、液圧モータが配置されている。
【０００３】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第４３２５７０３号明細書において、ホイール付き車両
の各ホイールに対して配置されている液圧モータが、２つの液圧モータに対応する１つの
ポンプに、連続的に調整可能な方向制御弁を介して液圧式に接続されているハイドロスタ
ティック式（流体静力学的な）の走行駆動装置が開示されている。上記ポンプは、０を超
えて傾転可能なアキシアルピストンポンプとして構成されている。この構成において、夫
々対応配置されている液圧機械への圧力媒体体積流及び圧力媒体流の方向は、連続的に調
整可能な方向制御弁の個別の駆動制御により調節可能である。
【０００４】
　上記走行駆動装置は、例えば移動式の作業機器の液圧系において使用することができる
。この液圧系において、ハイドロスタティック式の走行駆動装置の他に、可変容量形ポン
プを介して全作業機能又は幾つかの作業機能も供給される。上記液圧式の制御装置は、例
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えば本出願人のドイツ連邦共和国特許出願公開第１０２００６００２９２０号明細書に記
載されているように、ＬＵＤＶ（lastdruckunabhaengige Durchflussverteilung「負荷に
依存しない通流量分配」）システムとして構成されている。この構成において、各作業機
能、例えばブーム、アーム、バケット又は旋回装置を調整するための液圧モータを調整す
る差動シリンダに対して夫々、下流側に接続されているＬＵＤＶ圧力補償器を備えた、連
続的に調整可能な方向制御弁が配置されている。ＬＵＤＶ圧力補償器は、全消費器の最大
負荷の絞り横断面を縮小するという意図、及び対応配置されている方向制御弁により形成
されている調量絞りの下流側の圧力の絞り横断面を拡大するという意図において荷重をか
けられている。各ＬＵＤＶ圧力補償器の制御位置において、対応配置された調量絞りと各
ＬＵＤＶ圧力補償器との間の圧力媒体流路における圧力は、ＬＵＤＶ圧力補償器を介して
各消費器の個々の負荷に絞られる最大負荷に相当する。上記ＬＵＤＶ圧力補償器を介して
、調量絞りを介する圧力降下は、負荷に関係なく一定に保持される。この構成において、
不飽和の場合、回路の駆動制御される全消費器への圧力媒体体積流は比例して減じられる
。この構成において可変容量形ポンプは、有利には同様に、接続された全消費器の最大負
荷に基づき、ポンプ圧が所定の差圧だけ上記最大圧を上回っているように駆動制御される
。
【０００５】
　カーブ走行時に、荷重モーメントはカーブ外側の液圧モータにおいて上昇し、これに応
じてカーブ内側の液圧モータにおいては減少する。結果として生じる大きな圧力差は、カ
ーブ内側の走行モータを管理する方向制御弁のＬＵＤＶ圧力補償器によって補償される。
一方では高い液圧損失が生じ、他方では可変容量形ポンプの出力調整器が、カーブ外側の
走行モータにおける高い負荷のため体積流を減じることが発生することがある。このこと
は、コーナ速度の明らかな減少に繋がる。このような従来の手段の他の欠点は、製造公差
に起因して、２つの走行モータへの最大の圧力媒体体積流を、同じ値に正確に調節するこ
とができないので、直進の支持のための付加的な措置を施す必要がある、という点にある
。
【０００６】
　刊行物「二次制御部を備えたハイドロスタティック式の駆動装置（Hydrostatische Ant
riebe mit Sekundaerreglung）」（ハイドロリックトレイナ第６巻、フォーゲル出版、ヴ
ュルツブルク、１９８９年）において、二次制御部を備えたショベル掘削機のための走行
駆動装置が開示されている。各走行駆動装置及び付加的な作業機能部には、可変容量形ポ
ンプアセンブリを介して圧力媒体が供給され、ショベル掘削機の各履帯に対して調整可能
な２つの走行モータが配置されている。このシステムは、二次制御部を備えて構成されて
おり、この二次制御部において回転数制御された走行モータは、圧力配管（Drucknetz）
に接続されていて、ひいては不変の圧力でもって負荷を掛けられている。つまり、この構
成において、走行モータの回転数は、配管圧力が不変の場合に各負荷に左右されずに達成
されるように制御される。
【０００７】
　上記二次制御部は、制御技術に関する多大な手間を必要とする。この公知の手段のさら
なる欠点は、制御ユニットの故障時に走行モータが動かなくなり、移動式の作業機器はも
はや大きな手間をかけてしか可動でない、という点にある。
【０００８】
　したがって本発明の目的は、簡潔に構成され、液圧の少ない損失だけで運転可能であり
、改良された運転確実性を備えたハイドロスタティック式の走行駆動装置を提供すること
である。さらに本発明の目的は、上記ハイドロスタティック式の走行駆動装置を駆動制御
する方法を提供することである。
【０００９】
　上記目的は、ハイドロスタティック式の走行駆動装置に関しては請求項１の特徴により
達成され、方法に関しては同様に独立請求項である請求項１２の特徴により達成される。
【００１０】
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　本発明の有利な構成は、従属請求項の対象である。
【００１１】
　本発明によれば液圧式の走行駆動装置は、少なくとも２つの走行モータと、運動パラメ
ータを調節するために連続的に調整可能な少なくとも１つの方向制御弁とを備えて構成さ
れている。方向制御弁を介して、走行モータへの若しくは走行モータからの圧力媒体供給
及び圧力媒体排出は、作動機構、例えばジョイスティック又はフットペダル等の操作に基
づいて調節可能である。本発明によれば、２つの液圧モータは調整可能に構成されていて
、制御ユニットを介して作動機構の操作に基づいて制御可能である。
【００１２】
　したがって上記形式は、複合型の解決手段である。この解決手段においては、冒頭で述
べた慣用の、方向制御弁を介して圧力媒体供給及び圧力媒体排出を制御する構成を備えた
手段の利点は、走行駆動装置の液圧モータが調整可能に構成されている二次制御部の利点
と組み合わされる。したがって上記解決手段により方向制御弁を介して液圧機械への圧力
媒体供給に影響を与えることが可能であり、かつ液圧モータの調整による任意の修正を実
施することが可能である。
【００１３】
　本発明に係る方法において上記多様性は使用される。本発明に係る方法において、まず
上記作動機構を介して、走行モータのための目標値が調節され、この目標値から、少なく
とも１つの方向制御弁のための作動信号が算出され、これにより制御ユニットを介して目
標回転数比が計算される。他の方法ステップにおいて上記目標回転数比は、走行モータの
現実にある実際の回転数比と比較され、この比較の結果に基づいて、目標回転数比に達す
るまで走行モータは調整される。こうして、不都合な運転条件の場合であっても、所望の
運動状態、例えば正確な直進又は所定のカーブ速度でのカーブ走行を維持することができ
る、ということが保証されている。さらなる利点は、移動式の作業機器を危機的領域から
動かすために、走行モータのための電子的な制御部の故障時に、方向制御弁の調整により
移動式の作業機器の少なくとも１つの緩慢な前進又は後進が保証されている、という点に
ある。
【００１４】
　本発明の有利な構成において、圧力媒体体積流を、方向制御弁を介して負荷に依存せず
に一定に保持することができるＬＵＤＶ圧力補償器が、連続的に調整可能な方向制御弁に
対応配置されている。
【００１５】
　単純に構成された構成において、唯一の方向制御弁が２つの走行モータに対応配置され
ている。本発明により有利には、１つ又は複数の連続的に調整可能な方向制御弁が、走行
モータの駆動制御も行う制御ユニットに基づいて操作されると有利になる。別の実施の形
態において、各走行モータに対して連続的に調整可能な上記構造形式の方向制御弁が配置
されているので、走行モータのための制御電子機器の故障時には通常のシステムの機能性
を保持したままであり、その結果、移動式の作業機器は引き続き操縦可能である。この構
成において走行モータの排出管路に、走行モータの駆動制御に依存せず方向安定性を改良
する圧力補償絞りを設けることは有利であってよい。
【００１６】
　本発明のさらに別の構成において、各走行モータに対して独自の作動機構が配置されて
いる。
【００１７】
　この作動機構は、電子的な作動機構（ドライブバイワイヤ）として構成されていてよい
。しかし原則的に液圧式の作動機構も使用可能である。この作動機構の調整は、適切なセ
ンサを介して検出され、制御ユニットのための制御信号に変換される。
【００１８】
　基本位置にある走行モータが、最大の押しのけ容積の方向に調節されていると、走行安
全性はさらに改良される。
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【００１９】
　実際の状態を検出するために、有利には回転数センサが使用される。
【００２０】
　上記走行駆動装置のための制御部は、有利には移動制御ブロック（Mobilsteuerblock）
の方向制御弁セクションとして構成されている。移動制御ブロックのその他の方向制御弁
セクションを介して、移動式の作業機器の他の作業機能が駆動制御可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】移動式作業機器の液圧式の制御装置の回路図である。
【図２】図１に示した制御装置の液圧式の走行駆動装置を示す図である。
【図３】走行駆動装置を制御するフローチャートである。
【図４】図１に基づく液圧式の制御装置のための走行駆動装置の、別の実施の形態を示す
図である。
【００２２】
　以下に、本発明の有利な実施の形態を概略図に基づいて詳細に説明する。
【００２３】
　図１に、ブーム２、アーム４、バケット６、旋回装置８及び走行駆動装置１０を操作す
るための小型掘削機の液圧式の制御装置１の回路図を示す。ブーム２、アーム４及びバケ
ット６は夫々、差動シリンダ１２，１４，１６を介して操作される。旋回装置８は液圧モ
ータ１８を有し、走行駆動装置１０は差速操舵装置を備えて構成されている。この差速操
舵装置においては、左の履帯若しくはチェーンにも右の履帯若しくはチェーンにも夫々、
走行モータ２４，２６が対応配置されている。上記液圧装置への圧力媒体供給は、可変容
量形ポンプ２２を介して行われる。上記可変容量形ポンプ２２は、駆動制御される消費器
の最大負荷に基づいて、ポンプ圧が所定のΔｐだけこの最大負荷を上回っているように、
ＬＳ制御弁（図示せず）を介して調節可能である。可変容量形ポンプ２２の代わりに、対
応配置されたＬＳ圧力補償器を備えた定容量形ポンプを使用することもできる。ＬＳ圧力
補償器を介して、ポンプによって圧送された過剰流はタンクに向かって流れる。
【００２４】
　消費器への及び消費器からの圧力媒体供給は、移動制御ブロック２８を介して制御され
る。この移動制御ブロック２８の方向制御弁（以下で詳細に説明する）は、適切な作動機
構、例えば図１に示したジョイスティック３０，３２を介して駆動制御される。ジョイス
ティック３０は、ブーム２及びアーム４に対応配置されており、ジョイスティック３２は
、バケット６及び旋回装置８に対応配置されている。各ジョイスティック３０，３２を介
して、減圧弁を備えた液圧式のサーボ制御機器が操作される。このサーボ制御機器を介し
て制御圧源から提供された制御圧は、当該制御弁の操作のために、制御差圧に減じられる
。上記液圧式の制御機器の構造は公知であるので、さらなる説明は省く。
【００２５】
　走行モータ２４，２６の駆動制御は夫々、電子的なフットペダル３４，３６を介して行
われる。これらの電子的なフットペダル３４，３６の制御信号は、制御ユニット３８を介
して走行駆動装置のための適切な作動信号に変換される。
【００２６】
　移動制御ブロック２８は、冒頭で述べたドイツ連邦共和国特許出願公開第１０２００６
００２９２０号明細書に記載されていて、複数の弁板（この明細書においては方向制御弁
セクション４０，４２，４４，４６，４８と称呼）、入口部分５０及び出口部分５２から
成る基本構造を有する。方向制御弁セクション４０，４２，４４は差動シリンダ１２，１
４，１６に対応配置されており、方向制御弁セクション４６は液圧モータ１８に対応配置
されており、方向制御弁セクション４８は走行駆動装置１０に対応配置されている。入口
部分５０はＬＳポートを有しており、このＬＳポートを介してＬＳポンプ２６を調整する
ための負荷が取り出される。
【００２７】
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　入口部分５０に、ＬＳ放圧弁装置５４が設けられている。このＬＳ放圧弁装置５４を介
してＬＳ圧力は制限可能であり、絞りを介してタンクＴへ向かって解消することができる
。さらに入口部分５０に、可変容量形ポンプ２６の圧送ポートに接続されている圧力ポー
トＰが形成されており、タンク５６に接続されているタンクポートＴが形成されている。
各方向制御弁セクション４０，４２，４４は、差動シリンダ１２，１４，１６の対応する
圧力室に接続されていている２つの作業ポートＡ，Ｂを有し、さらに、上記サーボ制御機
器の出口ポートに接続されている２つの制御ポートａ，ｂを有しているので、各制御差圧
が付与可能である。
【００２８】
　移動制御ブロック２８は、ＬＵＤＶ制御ブロックとして構成されており、各方向制御弁
セクション４０，４２，４４，４６は、連続的に調整可能な方向制御弁５８，６０，６２
，６４を備えて構成されている。この各方向制御弁５８，６０，６２，６４は、調量絞り
６６により形成されている速度部分、並びに対応配置された消費器１２，１４，１６，１
８への圧力媒体流方向及び消費器１２，１４，１６，１８からの圧力媒体流方向を調節す
るための方向部分６８を有する。図面を見やすくするために、図１には、単に、方向制御
弁セクション４０の方向制御弁５８の方向部分６８及び調量絞り６６だけしか示していな
い。上記方向制御弁の具体的な構造に関しては、例えばドイツ連邦共和国特許出願公開第
１０２００６００２９２０号明細書又は対応するＬＵＤＶ手段が参照される。
【００２９】
　各調量絞り６６の下流側に、ＬＵＤＶ圧力補償器７０，７２，７４，７６が配置されて
いる。このＬＵＤＶ圧力補償器７０，７２，７４，７６は、駆動制御された全消費器の、
シャトル弁カスケード（図示せず）を介して取り出される最大負荷によって閉鎖方向に負
荷を掛けられている。ＬＵＤＶ圧力補償器７０，７２，７４，７６に夫々、対応配置され
た調量絞り６６の下流側で圧力が開放方向に作用する。冒頭で説明したように、ＬＵＤＶ
圧力補償器７０，７２，７４，７６を介して、調量絞り６６の下流側にある最大負荷は、
夫々対応配置された消費器１２，１４，１６，１８の個々の負荷に絞られる。方向部分６
８の調節に応じて、圧力媒体は対応配置されたＬＵＤＶ圧力補償器７０，７２，７４，７
６から、対応配置されている作業ポートＡ，Ｂへと流れるので、対応する消費器は所定の
方向に、所定の速度で走行若しくは駆動制御される。
【００３０】
　荷重を引っぱる際にキャビテーションを回避するために、方向制御弁セクション４０，
４２，４４においてさらに、各作業管路に対応配置されている圧力制限機能を備えた吸込
弁７８，８０が設けられている。この吸込弁７８，８０を介して、荷重を引っぱる際に拡
大する圧力室は、タンクに接続可能であるので、圧力媒体を吸い込むことができる。これ
らの吸込弁７８，８０を介して、各作業管路内の圧力も最大圧に制限される。上記吸込弁
の構造は同様に公知であるので、さらなる説明は省略する。
【００３１】
　走行駆動装置１０に対応配置されている方向制御弁セクション４８の構造については、
図２で拡大して説明する。この方向制御弁セクション４８においても、連続的に調整可能
な方向制御弁８２が設けられている。この方向制御弁８２は、調量絞り８４により形成さ
れている速度部分、及びポートＢ５，Ａ５に対する圧力媒体流の方向を調節するための方
向部分８６を有している。
【００３２】
　また調量絞り８４の下流側に、ＬＵＤＶ圧力補償器８８が設けられている。このＬＵＤ
Ｖ圧力補償器８８は、ＬＳ管路９０にある消費器の最大負荷により閉鎖方向に負荷をかけ
られており、調量絞り８４の下流側の、調量絞り８４とＬＵＤＶ圧力補償器８８との間の
圧力媒体路を形成する接続通路９２から案内された圧力によって、開放方向に負荷を掛け
られている。
【００３３】
　図２の右下に示した方向制御弁８２の回路記号から分かるように、方向制御弁８２の入
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口ポートＰは供給管路９３と接続されている。この供給管路９３は、可変容量形ポンプ２
６の圧送ポートに接続されているポンプ管路９４に接続されている。方向制御弁８２のタ
ンクポートＴは、流出通路９６を介して、タンク５６に通じるタンク管路９８に接続され
ている。ＬＵＤＶ圧力補償器８８の出口は、圧力補償通路１００を介して方向部分の入口
Ｐ′に接続されている一方で、接続通路９２は、ＬＵＤＶ圧力補償器８８の入口を、方向
制御弁８２の圧力補償器ポートＤに接続する。２つの作業ポートＡ５，Ｂ５は、管路１０
２，１０４を介して、方向制御弁８２の出口ポートＡ，Ｂに接続されている。方向部分８
６の調節に応じて、上記管路１０２，１０４は、送り管路若しくは戻り管路として働く。
【００３４】
　方向制御弁８２の操作のために、２つの減圧弁１０６，１０８が設けられている。これ
らの減圧弁１０６，１０８の入口ポートは、上記制御油供給部に接続されていて、減圧弁
１０６，１０８は、方向制御弁８２の制御面に所定の制御差圧（ａ５－ｂ５）を加えるた
めに、制御ユニット３８を介して駆動制御される。減圧弁１０６，１０８の出口は、図２
に示したように、タンク５６に接続されている。
【００３５】
　２つの走行モータ２４，２６は、０を超えて傾転可能な液圧機械として構成されている
。この液圧機械の傾転角度は制御ユニット３８を介して調整可能である。２つの走行モー
タ２４，２６は並列に接続されている。この実施の形態において夫々、作業ポートＡは分
岐している作業管路１１０を介して、方向制御弁セクション４８のポートＡ５に接続され
ており、ポートＢは他の分岐している作業管路１１２を介して、方向制御弁セクション４
８のポートＢ５に接続されている。フットペダル３４，３６の操作は、検出器１１４，１
１６を介して電子的に検出され、信号ラインを介して制御ユニット３８に通知される。こ
の制御ユニット３８は、上記目標値を方向制御弁８２の調整のために作動信号に変換する
。
【００３６】
　したがって本発明に係る解決手段において、方向制御弁８２を介して圧力媒体流の方向
及び圧力媒体体積流は予め調節される。この実施の形態において、走行モータ２４，２６
の適切な駆動制御により、上記パラメータ（流れ方向、圧力媒体体積流）を後から調節／
変更することができるので、走行駆動装置の運動パラメータは、極めて正確に調節するこ
とができる。
【００３７】
　本発明に係る走行駆動装置の機能形式を、図３に示した極めて簡潔化したフローチャー
トに基づいて説明する。
【００３８】
　２つの走行モータ２４，２６は、その最大の傾転角度、ひいては最大の押しのけ容積に
予め調節されている。差し当たって操作人員を介してアクセルペダル３４，３６の操作に
より、所望のカーブ速度及びカーブ走行が与えられる。この電子的な目標値信号から、制
御ユニット３８は、方向制御弁に対する作動信号を算出するので、方向制御弁は制御差圧
（ａ５－ｂ５）でもって負荷を掛けられ、調量絞り８４及び方向部分８６は相応に調節さ
れる。
【００３９】
　さらに制御ユニット３８を介して、作動信号から２つの走行モータ２４，２６の目標回
転数比が算出され、この目標回転数比は、走行モータ２４，２６の実際の回転数比と比較
される。この実際の回転数比を、例えば回転数検出器等（図示せず）を介して検知するこ
とができる。
【００４０】
　続く方法ステップにおいて、実際値は目標値と比較される。実際の回転数比が目標回転
数比に一致する場合、走行モータ２４，２６は目標値信号に対応して調節されており、移
動式の作業機器は、所定の運動カーブに沿って運動する。実際の回転数比が規定値とは異
なる場合、制御ユニットを介して２つの走行モータ２４，２６が調整され、次いでまた、
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もたらされる実際の回転数比と、予め設定された目標回転数比とが比較される。実際の回
転数比が目標回転数比に一致するまでこの調整は行われる。
【００４１】
　つまり回転数比がずれている場合には、制御ユニット３８は「比較的速い」走行モータ
２４，２６を修正する。この場合、操作人員によって予め規定された回転数比に到達する
まで、上記走行モータ２４，２６を戻し傾転する。したがって、０～１の間の目標回転数
比により、各旋回半径（Kurvenradius）を規定することができる。この実施の形態におい
て、値０が停止している履帯を中心とした旋回に相当し、値１が直進走行に相当する。さ
らに－１までの目標回転数比の規定値は、履帯の逆方向の回転を可能にするので、車両は
、所定の速度比に従って急激に旋回することができる。これは０を超えてマイナスの範囲
へのモータの戻り傾転によって可能にされる。
【００４２】
　図１，２に基づいて説明した実施の形態において、２つの走行モータ２４，２６に対し
て１つの共通の方向制御弁セクション４８が配置されており、フットペダル３４，３６は
、いわゆる電子的なフットペダルとして構成されている。フットペダル３４，３６の操作
により制御ユニット３８に対する目標値信号が形成される。
【００４３】
　図４は、冒頭で述べた従来の手段と同様に、各走行モータ２４，２６に対して、方向制
御弁セクション４８ａ，４８ｂが配置されている実施の形態を示す。この方向制御弁セク
ション４８ａ，４８ｂの基本的な構造は、図２に示した方向制御弁セクション４８に一致
するので、図２に示した実施の形態を参照することで、詳細な説明を省略することができ
る。共通の方向制御弁セクション４８との相違点は、２つの方向制御弁８２ａ，８２ｂが
減圧弁を直接的に備えて構成されているのではなく、調整は、フットペダル３４，３６の
操作に基づき、制御差圧ａ５－ｂ５若しくはａ６－ｂ６を形成するサーボ制御機器１１４
，１１６を介して液圧式に行われる、という点にある。上記制御差圧は、適切な制御ポー
トａ５，ｂ５，ａ６，ｂ６を介して対応する方向制御弁８２ａ，８２ｂに加えられる。各
方向制御弁セクション４８ａ，４８ｂは、作業管路１１０ａ，１１２ａ若しくは１１０ｂ
，１１２ｂを介して走行モータ２４，２６の対応するポートＡ，Ｂに接続されている独自
の作業ポートＡ５，Ｂ５若しくはＡ６，Ｂ６を有する。また走行モータ２４，２６の調整
は制御ユニット３８を介して行われる。この実施の形態において、サーボ制御機器１１４
，１１６において形成される制御圧は、圧力検出器１１８を介して検知され、制御ユニッ
ト３８の入口に加えられる適切な目標値信号へと変換される。上記電気的な目標値信号に
基づき、上記方法形式に応じて、走行モータ２４，２６に予め決められた目標回転数比が
もたらされるまで、走行モータ２４，２６の押しのけ容積は、調量絞り８４ａ，８４ｂを
予め調節して調整される。
【００４４】
　冒頭に記載した手段に対する他の相違点は、２つの方向制御弁８２ａ，８２ｂの２つの
流出管路９６ａ，９６ｂが、圧力調整絞り１２０を介して互いに接続されている点にある
。この圧力調整絞り１２０は直進時に、製造公差及び調節公差に起因する回転数の相違が
、予め調節された直進時に流出部における液圧式の連結に基づいて補償される、というこ
とをもたらす。しかし上記圧力調整絞り１２０はカーブ走行時、例えば斜面に対して横方
向の走行時に非対称的に荷重がかかった場合、回転数の相違を拡大するという欠点を有す
る。しかしこの誤差は、走行モータ２４，２６の適切な駆動制御により補償することがで
きる。
【００４５】
　さらに図４に示した実施の形態は、図１，２に示した実施の形態と比べて、走行モータ
２４，２６の旋回角度を調節するための電子機器が停止又は故障した場合に、制御は従来
の形式おいて２つの方向制御弁セクション４８ａ，４８ｂを介して行うことができる、と
いう利点を有する。つまり電子機器が故障した場合でさえ、車両は完全に制御可能のまま
である。上記改良した構成がない場合、小型掘削機は立ち往生したままであり、例えば工
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事現場において著しい障害となる。したがって、図４に示した実施の形態において、慣用
の液圧制御の利点は維持されたままである。この実施の形態においてまた、電子機器が作
動している場合には、走行特性を改良するための利点を利用することができる。
【００４６】
　液圧式の走行駆動装置及びこの走行駆動装置を制御するための方法が開示されている。
２つの走行モータは、少なくとも１つの連続的に調整可能な方向制御弁を介して駆動制御
可能である。本発明より、２つの走行モータは、調整可能な液圧機械として構成されてい
る。

【図１】 【図２】
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